
第 5 回 議会活性化特別委員会次第  
                         日  時：平成２４年９月２６日 9 時  
                         場  所：第１委員会室  
 

１．協議事項  

  議会基本条例について（前文と今後の条項作成の進め方） 

 【前文】 

   ・案、誰が読んでもわかりやすく出来ている  

   ・基本的に藤枝市はわかりやすい文章でいく（全会一致） 

   ・条項を整理していく中で前文も議論していく 

   ・市民との距離を縮めるために「身近な」という言葉を入れた 

   ・「議員相互の討議」や「資質の向上」といった議員の行動や姿勢を入れたい 

 【条項】 

   ・次回までに条項に入れるべきものを参考資料を見ながらピックアップする 

  常任委員会の組織編成について 

   ・総務消防委員会 → 消防を削除し教育を入れる 

   ・文教建設経済委員会 → 教育をはずす 

   ●教育委員会所管を総務委員会へ移すことは決定 

   ・名称は次回に持ち越し 

  全員協議会の形について 

   ●10 月 19 日の全員協議会からロの字型で行うことに決定（席次も決定） 

  先進地視察について 

   ・行程表を配布し確認 

  その他  

  議員研修会について  

   ・席のレイアウト確認（グループ分け） 

  一般質問等通告書の公開について  

   ・11 月定例会からインターネット配信、傍聴者からも要望あり 

   ・通告書はいままでの様式で 

   ・公開用は別の様式で議員が作成（次回までに様式を作る） 

  質問内容の重複について藤新会より提案 

   ・会派内で重複が無いよう調整 

   ・通告締め切り前に通告予定者が集まり調整することはどうか 

   ・次回へ持ち越し 

２．その他  

次回予定  １０月２６日（金） ９時 第３委員会室  


